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(57)【要約】
【課題】撮影日時または撮影機種ごとに撮影位置や撮影
経路を表示させる。
【解決手段】画像とともに撮影位置、撮影日時および撮
影機種が記録された画像データを、撮影日時または撮影
機種ごとに分類する画像分類手順(Ｓ３)と、画像分類手
順で分類された画像データの中から、指定された撮影日
時または撮影機種の画像データを抽出する画像抽出手順
(Ｓ６)と、画像抽出手順で抽出された画像データに基づ
いて、指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像を表
示する画像表示手順(Ｓ６)と、画像抽出手順で抽出され
た画像データに基づいて、指定撮影日時または指定撮影
機種ごとの画像の撮影位置を含む範囲の地図を表示する
地図表示手順(Ｓ８)と、地図表示手順で表示された地図
上に、指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像の撮
影位置を、指定撮影日時または指定撮影機種ごとに異な
る表示形態で表示する位置表示手順(Ｓ８、Ｓ１０、Ｓ
１２)とをコンピューターに実行させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像とともに撮影日時および撮影機種の少なくとも一方および撮影位置が記録された画
像データを、前記撮影日時または前記撮影機種ごとに分類する画像分類手順と、
　前記画像分類手順で分類された前記画像データの中から、指定された前記撮影日時また
は前記撮影機種の前記画像データを抽出する画像抽出手順と、
　前記画像抽出手順で抽出された前記画像データに基づいて、前記指定撮影日時または前
記指定撮影機種ごとの前記画像を表示する画像表示手順と、
　前記画像抽出手順で抽出された前記画像データに基づいて、前記指定撮影日時または前
記指定撮影機種ごとの前記画像の撮影位置を含む範囲の地図を表示する地図表示手順と、
　前記地図表示手順で表示された前記地図上に、前記指定撮影日時または前記指定撮影機
種ごとの前記画像の撮影位置を、前記指定撮影日時または前記指定撮影機種ごとに異なる
表示形態で表示する位置表示手順とをコンピューターに実行させることを特徴とする撮影
情報処理プログラム。
【請求項２】
　請求項１に記載の撮影情報処理プログラムにおいて、
　前記位置表示手順では、前記指定撮影日時または前記指定撮影機種ごとに異なる形状お
よび／または色のピンを、前記地図上の前記指定撮影日時または前記指定撮影機種ごとの
前記画像の撮影位置に表示することを特徴とする撮影情報処理プログラム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の撮影情報処理プログラムにおいて、
　前記撮影日時には、撮影日と撮影時間帯とが含まれることを特徴とする撮影情報処理プ
ログラム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の撮影情報処理プログラムにおいて、
　前記位置表示手順では、前記地図上に、前記指定撮影日時または前記指定撮影機種ごと
の前記画像の撮影位置を、撮影時刻が早い撮影位置から遅い撮影位置へマークで結び、前
記指定撮影日時または前記指定撮影機種ごとの前記画像の撮影経路を表示することを特徴
とする撮影情報処理プログラム。
【請求項５】
　請求項４に記載の撮影情報処理プログラムにおいて、
　前記位置表示手順では、前記撮影経路を示すマークを、前記指定撮影日時または前記指
定撮影機種ごとに異なる色または形状で表示することを特徴とする撮影情報処理プログラ
ム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の撮影情報処理プログラムにおいて、
　前記位置表示手順では、前記指定撮影機種ごとの前記撮影位置または前記撮影経路を、
前記指定撮影機種の個体識別番号ごとに異なる色または形状で表示することを特徴とする
撮影情報処理プログラム。
【請求項７】
　画像とともに撮影位置、撮影日時および撮影機種が記録された画像データを記憶する記
憶装置と、
　前記請求項１～６のいずれか一項に記載の撮影情報処理プログラムを実行するコンピュ
ーターと、
　前記コンピューターに対して撮影位置または撮影経路を表示する撮影日時または撮影機
種を指定する操作部材と、
　前記コンピューターにより前記撮影情報処理プログラムを実行して得られた前記指定撮
影日時または前記指定撮影機種ごとの画像とその撮影位置または撮影経路を表示する表示
装置とを備えることを特徴とする撮影情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影情報を処理するプログラムおよび装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮影画像のデータと撮影位置のデータとを関連づけて記録し、撮影した位置や経路を画
像とともに表示するようにした画像記憶装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－８５５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の画像記憶装置は、撮影日ごとに画像と撮影した位置や経
路を表示したり、カメラごとに画像と撮影した位置や経路を表示するものではない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
(１)　請求項１の発明は、画像とともに撮影日時および撮影機種の少なくとも一方および
撮影位置が記録された画像データを、撮影日時または撮影機種ごとに分類する画像分類手
順と、画像分類手順で分類された画像データの中から、指定された撮影日時または撮影機
種の画像データを抽出する画像抽出手順と、画像抽出手順で抽出された画像データに基づ
いて、指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像を表示する画像表示手順と、画像抽出
手順で抽出された画像データに基づいて、指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像の
撮影位置を含む範囲の地図を表示する地図表示手順と、地図表示手順で表示された地図上
に、指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像の撮影位置を、指定撮影日時または指定
撮影機種ごとに異なる表示形態で表示する位置表示手順とをコンピューターに実行させる
撮影情報処理プログラムである。
(２)　請求項２の発明は、請求項１に記載の撮影情報処理プログラムにおいて、位置表示
手順では、指定撮影日時または指定撮影機種ごとに異なる形状および／または色のピンを
、地図上の指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像の撮影位置に表示する。
(３)　請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載の撮影情報処理プログラムにお
いて、撮影日時には、撮影日と撮影時間帯とが含まれる。
(４)　請求項４の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の撮影情報処理プログラム
において、位置表示手順では、地図上に、指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像の
撮影位置を、撮影時刻が早い撮影位置から遅い撮影位置へマークで結び、指定撮影日時ま
たは指定撮影機種ごとの画像の撮影経路を表示する。
(５)　請求項５の発明は、請求項４に記載の撮影情報処理プログラムにおいて、位置表示
手順では、撮影経路を示すマークを、指定撮影日時または指定撮影機種ごとに異なる色ま
たは形状で表示する。
(６)　請求項６の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載の撮影情報処理プログラム
において、位置表示手順では、指定撮影機種ごとの撮影位置または撮影経路を、指定撮影
機種の個体識別番号ごとに異なる色または形状で表示する。
(７)　請求項７の発明は、画像とともに撮影位置、撮影日時および撮影機種が記録された
画像データを記憶する記憶装置と、請求項１～６のいずれか一項に記載の撮影情報処理プ
ログラムを実行するコンピューターと、コンピューターに対して撮影位置または撮影経路
を表示する撮影日時または撮影機種を指定する操作部材と、コンピューターにより撮影情
報処理プログラムを実行して得られた指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像とその
撮影位置または撮影経路を表示する表示装置とを備える撮影情報処理装置である。
【発明の効果】
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【０００６】
　本発明によれば、撮影日時または撮影機種ごとに撮影位置や撮影経路を表示することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一実施の形態の撮影情報処理装置の構成を示す図
【図２】一実施の形態による画像とその撮影位置の表示例を示す図
【図３】一実施の形態の撮影情報処理プログラムを示すフローチャート
【図４】一実施の形態による画像とその撮影位置の他の表示例を示す図
【図５】撮影機種を選択するためのプルダウンメニューの表示例を示す図
【図６】一実施の形態による画像とその撮影位置の他の表示例を示す図
【図７】一実施の形態による画像とその撮影位置の他の表示例を示す図
【図８】撮影機種を選択するためのプルダウンメニューの他の表示例を示す図
【図９】撮影機種を選択するためのプルダウンメニューの他の表示例を示す図
【図１０】一実施の形態による画像とその撮影位置の他の表示例を示す図
【図１１】撮影機種を選択するためのプルダウンメニューの他の表示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　一実施の形態の撮影情報処理プログラムを実行するコンピューターを備えた一実施の形
態の撮影情報処理装置を説明する。
【０００９】
　図１は一実施の形態の撮影情報処理装置の構成を示す。撮影情報処理装置１は記憶装置
２、操作装置３、インターフェイス４、コンピューター５、表示装置６、通信装置７など
を備えている。記憶装置２はハードディスクメモリなどから構成され、インターフェース
４を介してカメラから入手した画像や、通信装置７を介してインターネットから入手した
画像などを記憶するとともに、地図を記憶する。なお、一実施の形態において画像とは、
デジタルカメラで撮影された静止画像はもちろんのこと、ビデオカメラで撮影された動画
像を構成するフレーム画像なども含まれる。また、一実施の形態の画像には画像データに
加え、撮影位置や撮影方向などを示す撮影位置データ、カメラなどの撮影機種や個体識別
番号を示す撮影機種データ、撮影年月日時刻を示す撮影日時データ、撮影条件を示す撮影
条件データなどが画像データと対応付けて記録されている。
【００１０】
　操作装置３は図示しないキーボードやマウスなどの操作部材を備えており、使用者が撮
影情報処理装置１に対するあらゆる操作、情報や数値などの入力、表示に関する操作、画
像出力に関する操作などを行うためのものである。インターフェース４は各種の記録媒体
用スロットを備え、各種記録媒体から画像を入力したり、専用ケーブルを介してデジタル
カメラやビデオカメラから直接、画像を入力したり、あるいは記録媒体やプリンターなど
の外部機器へ画像を出力する。コンピューター５はＣＰＵ５ａやメモリ５ｂを備え、後述
する一実施の形態の撮影情報処理プログラムを実行して撮影日時ごと、あるいは撮影機種
（カメラの種類、同一機種の場合は個体識別番号）ごとの撮影位置や撮影経路を地図上に
表示する制御を行う。表示装置６は、撮影日時ごとあるいは撮影機種ごとの画像とそれら
の画像を撮影した位置や経路を地図上に表示する。通信装置７は、インターネットを介し
て画像や種々の情報の授受を行う。
【００１１】
　ここで、表示装置６の表示画面６ａにおける画像と撮影位置または撮影経路の表示形態
について説明する。図２は表示装置６の表示画面６ａの表示例を示す。表示装置６の表示
画面６ａの左側には画像表示領域１１があり、選択されたフォルダに収納されている画像
のすべての撮影日のタブが表示される。この表示例では２００８年５月３日、４日、５日
および１０日の撮影日タブが表示されている。なお、この一実施の形態では撮影日ごとに
グループ化してタブを表示する例を示すが、グループ化の期間はこの一実施の形態に限定
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されず、例えば撮影日の時間帯ごと、所定日数ごと、一週間ごと、あるいは一月ごとにグ
ループ化してもよい。また、このグループ化の期間を使用者に選択させてもよい。
【００１２】
　画像表示領域１１の右端の上下には撮影日タブを上下にスクロールするボタン１１ａ、
１１ｂがあり、使用者が操作装置３のマウスで上スクロールボタン１１ａをクリックする
と古い撮影日の撮影日タブが表示され、下スクロールボタン１１ｂをクリックすると新し
い撮影日の撮影日タブが表示される。また、各撮影日タブの左端にはそれぞれの撮影日タ
ブに収納されている画像を表示するための画像表示ボタン１１ｃがあり、使用者が操作装
置３のマウスでいずれかの画像表示ボタン１１ｃをクリックすると、その撮影日タブに収
納されている画像、つまりその撮影日に撮影された画像がサムネイル表示される。この表
示例では、２００８年５月４日の撮影日タブの画像表示ボタン１１ｃがクリックされ、同
ボタン１１ｃの向きが下向きに変わって同日に撮影された複数の画像がサムネイル表示さ
れている。このとき、同日に撮影された複数の画像は撮影時刻の早い順に表示される。
【００１３】
　また、表示画面６ａの中央には地図表示領域１２があり、地図が表示されるとともに、
地図上に画像の撮影位置を示すピンが重畳して表示される。画像表示領域１１の各撮影日
タブの右端には撮影位置または撮影経路を地図上に表示させるための位置表示ボタン１１
ｄがあり、使用者が操作装置３のマウスでいずれかの位置表示ボタン１１ｄをクリックす
ると、その撮影日タブに収納されているすべての画像の撮影位置を示すピン１３が地図上
に重畳して表示される。この表示例では、２００８年５月３日、４日および５日の位置表
示ボタン１１ｄがクリックされ、同ボタン１１ｄにチェックマークが表示されてこれらの
撮影日の撮影位置ピン１３が地図上に重畳表示されている。
【００１４】
　撮影位置ピン１３は、撮影日と撮影機種ごとに形状（大きさを含む）と表示色が異なる
。なお、本願発明の出願明細書に添付される図面の図２、図４、図６、図７、図１０では
、撮影日と撮影機種ごとの撮影位置ピン１３の形状（大きさを含む）の違いが紙面上で明
確に示されず、また表示色もすべてのピン１３が紙面上で黒色で示されるが、実際には撮
影日と撮影機種ごとに形状および表示色が異なる。地図表示領域１２の右上隅には、撮影
位置ピン１３ごとの撮影日と撮影機種を示すリスト１２ａが表示されており、使用者は各
撮影位置ピン１３とその撮影日および撮影機種との対応を容易に認識できる。なお、撮影
日と撮影機種を示すリスト１２ａを一括して地図表示領域１２の右上隅に表示せず、図４
に示すように、地図上の撮影日と撮影機種ごとのピン１３の表示位置の近くに表示するよ
うにしてもよい。
【００１５】
　地図表示領域１２に表示される地図は、使用者により位置表示ボタン１１ｄがクリック
された撮影日の画像のすべての撮影位置が地図表示領域１２内に表示され、かつすべての
撮影位置が地図表示領域１２のほぼ中央に表示されるように、地図の表示領域と表示倍率
がコンピューター５により制御される。図２に示す表示例では、リスト１２ａに表示され
た撮影日と撮影機種のすべての撮影位置ピン１３が地図表示領域１２内に表示され、かつ
それらが地図表示領域１２のほぼ中央に表示されている。なお、撮影位置ピン１３が１個
だけの場合には、その表示位置が地図表示領域１２の中央になるように、予め定められた
表示倍率の地図が表示される。また、画像表示領域１１の撮影日タブに収納されているす
べての画像に撮影位置を示すデータが記録されていない場合には、予め決められた表示領
域の地図（例えば日本全図など）が予め決められた表示倍率で表示される。
【００１６】
　表示画面６ａの上部は操作領域１４であり、フォルダ選択ボタン１４ａ、機種選択ボタ
ン１４ｂ、ルート表示ボタン１４ｃおよび終了ボタン１４ｄがある。フォルダ選択ボタン
１４ａは、撮影位置または撮影経路を地図上に表示する画像が収納されているフォルダを
選択するための操作ボタンであり、使用者が操作装置３のマウスでこのボタン１４ａをク
リックすると、記憶装置２またはウエブサーバー(不図示)に収納されている画像フォルダ
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がプルダウン表示され、その中から所望のフォルダを選択することができる。
【００１７】
　機種選択ボタン１４ｂは、撮影機種を選択するためのボタンであり、使用者が操作装置
３のマウスでこのボタン１４ｂをクリックすると、記憶装置２またはウエブサーバー(不
図示)に収納されている画像を撮影した機種（カメラの種類、同一種類の場合は個体識別
番号）がプルダウン表示され、その中から所望の機種を選択することができる。機種選択
ボタン１４ｂがマウスクリックされると、例えば図５に示すようなプルダウンメニューが
表示され、その中から「全てのカメラ」が選択されると、選択された撮影日にすべての機
種で撮影された画像が撮影位置を表示する対象として呼び出され、図２に示すようにすべ
ての撮影機種で撮影された画像の撮影位置が地図上にピン表示される。
【００１８】
　ルート表示ボタン１４ｃは撮影経路を表示するためのボタンであり、使用者が操作装置
３のマウスでこのボタン１４ｃをクリックするとボタンはチェック状態となり、地図上に
撮影日および撮影機種ごとの撮影経路が重畳表示される。撮影経路表示については詳細を
後述する。終了ボタン１４ｄは、一実施の形態の撮影情報処理プログラムを終了するため
のボタンであり、使用者が操作装置３のマウスでこのボタン１４ｄをクリックすると撮影
情報処理プログラムが終了する。
【００１９】
　なお、この一実施の形態では、図２に示すように、画像表示領域１１に撮影日ごとに撮
影日タブを設けた例を示したが、撮影日タブの下に撮影機種タブを設けてツリー構造とし
、撮影日タブをマウスクリックして撮影日を選択した後に、撮影機種タブをマウスクリッ
クして当該撮影日に撮影された画像の中から所望の機種で撮影された画像を選択できるよ
うにしてもよい。また、この一実施の形態では、撮影機種ごとのピン１３を一般的なマー
クで表示する例を示すが、実際のカメラの機種を認識可能な程度のカメラの小画像のマー
クでピン１３を表示してもよい。
【００２０】
　図３は、一実施の形態の撮影情報処理プログラムを示すフローチャートである。撮影情
報処理装置１の電源が投入されると、コンピューター５のＣＰＵ５ａは図３に示す撮影情
報処理プログラムのステップ（図中“Ｓ”で示す）の順に撮影情報処理を実行する。ステ
ップ１において、使用者がフォルダ選択ボタン１４ａをクリックしてフォルダメニューの
中からいずれかのフォルダを選択したか否かを確認する。この一実施の形態では、すべて
の画像がフォルダおよびサブフォルダに収納されて記憶装置２に記憶されているものとし
て説明を行うが、インターネットなどの複数のロケーションに点在する画像のロケーショ
ン情報を通信装置７を介してインポートし、仮想的なフォルダを構成して収納し、画像の
グループ化を行ってもよい。
【００２１】
　使用者がフォルダを選択したらステップ２へ進み、選択されたフォルダ内に収納されて
いる画像ファイルをメモリ５ｂへ読み出す。上述したように、各画像ファイルには、画像
データの他に撮影位置データ、撮影機種データ、個体識別データ、撮影日時データ、撮影
条件データなどが画像ごとに対応付けて記憶されている。ステップ３では、メモリ５ｂの
画像ファイルを撮影日時データと撮影機種データに基づいて撮影日と個体識別番号を加味
した撮影機種ごとにグループ化する。続くステップ４で、フォルダ内のすべての画像の撮
影日のタブを表示画面６ａの画像表示領域１１に表示する。
【００２２】
　ステップ５において、使用者によりいずれかの撮影日タブの画像表示ボタン１１ｃがク
リックされ、画像を表示する撮影日が選択されたか否かを確認し、撮影日が選択されると
ステップ６へ進む。ステップ６では、メモリ５ｂから選択撮影日の画像を読み出して画像
表示領域１１にサムネイル表示する。図２に示す表示例では、２００８年５月４日の撮影
日タブの画像表示ボタン１１ｃが使用者によりクリックされ、同日に撮影された画像がサ
ムネイル表示されている。
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【００２３】
　続くステップ７において、使用者によりいずれかの撮影日タブの位置表示ボタン１１ｄ
がクリックされ、撮影位置を表示する撮影日が選択されたか否かを確認し、撮影日が選択
されるとステップ８へ進む。ステップ８では、メモリ５ｂから選択撮影日の画像の撮影位
置を読み出し、地図上にピン表示する。図２に示す表示例では、２００８年５月３日、４
日および５日の位置表示ボタン１１ｄが使用者によりクリックされ、同日に撮影された画
像の撮影位置が地図上に撮影位置ピン１３で表示されている。
【００２４】
　なお、すでに撮影位置が表示されている撮影日の位置表示ボタン１１ｄを使用者が再度
クリックすると、地図上における当該撮影日の撮影位置表示を終了する。例えば図２に示
す表示画面６ａでは、５月３日、４日および５日の撮影日の位置表示ボタン１１ｄがクリ
ックされ、それらの撮影日の撮影位置が地図上にピン表示されているが、この状態で使用
者が５月３日と５日の位置表示ボタン１１ｄを再度クリックすると、図６に示すように５
月４日に撮影された撮影位置だけを地図上にピン表示し、５月３日と５日の撮影位置のピ
ン表示を終了する。なお、図６に示す表示例において、５月４日には２種類の機種Ｄ９０
とＰ６０００による撮影位置が互いに異なる形状および色で地図表示領域１２にピン表示
され、地図表示領域１２の右上隅には撮影日５月４日と機種Ｄ９０とＰ６０００を示すリ
スト１２ａが表示されている。このように、撮影位置を表示する撮影日は、使用者による
位置表示ボタン１１ｄのクリック操作で変更可能である。なお、使用者により撮影位置を
表示する撮影日が変更された場合には、変更後の撮影位置に応じてピンの表示数と表示場
所が変化するので、上述したように地図の表示領域と表示倍率をそれぞれ最適な状態に変
更する。
【００２５】
　次に、ステップ９において、撮影経路表示が要求されたか否かを確認する。表示画面６
ａのルート表示ボタン１４ｃが使用者によりクリックされ、撮影経路表示が要求されると
ステップ１０へ進み、選択されている撮影日の撮影経路を撮影機種ごとに地図上に表示す
る。図６に示す表示状態において使用者によりルート表示ボタン１４ｃがクリックされる
と、図７に示すように撮影機種ごとに撮影時刻が早い順に撮影位置を矢印で結んで撮影経
路を表示する。なお、図７に示す表示例では５月４日の撮影経路だけを示すが、撮影経路
は複数の撮影日の複数の撮影機種に対して表示することができる。
【００２６】
　ステップ１１において、撮影機種が選択されたか否かを確認する。表示画面６ａの機種
選択ボタン１４ｂが使用者によりクリックされるとステップ１２へ進み、機種選択ボタン
１４ｂの近傍に撮影機種のプルダウンメニューを表示する。このプルダウンメニューには
、現在地図表示領域１２に撮影位置または撮影経路が表示されている機種が表示される。
図示していないが、同一機種であっても個体識別番号が異なるカメラで撮影した画像が発
見された場合には機種名の後に識別情報を表示して別項目としてプルダウンメニューにリ
ストされる。使用者によりプルダウンメニューの中からいずれかの撮影機種がクリックさ
れると、そのメニュー項目の先頭にチェックが表示されて、その撮影機種の撮影位置また
は撮影経路を地図上に表示する。ステップ１２の処理において、ステップ９で撮影経路表
示の要求のない場合は撮影機種ごとの撮影位置を表示し、撮影経路表示の要求がある場合
には撮影機種ごとの撮影経路を表示する。
【００２７】
　例えば、図２に示す表示例において機種選択ボタン１４ｂがクリックされた場合には、
図５に示すような３機種のプルダウンメニューを表示する。また、図７に示す表示例にお
いて機種選択ボタン１４ｂがクリックされた場合には、図８に示すような２機種のプルダ
ウンメニューを表示する。図７に示す表示例において、図８に示すプルダウンメニューか
ら図９に示すように機種Ｄ９０がマウスクリックにより選択されると、図７に示すように
選択された機種Ｄ９０の撮影位置または撮影経路のみを地図上に表示する。このとき、表
示される撮影位置または撮影経路に応じて上述したように地図の表示領域と表示倍率をそ
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れぞれ最適な状態に変更する。また、使用者による撮影機種の変更にともなって、図１０
に示すように地図表示領域１２の撮影日と撮影機種を示すリスト１２ａも変更する。なお
、撮影機種を選択するためのプルダウンメニューにおいて、図１１に示すように使用者に
より複数の機種がクリックされて選択されるとその機種名の前にチェックが付いて、選択
された複数の機種の撮影位置または撮影経路を機種ごとに表示する。また、プルダウンメ
ニューにて「全てのカメラ」が選択されると、この項目にチェックが付き、表示可能なす
べてのカメラが地図上にピン表示される。メニュー項目の機種名ごとのチェックは消える
。
【００２８】
　上述したように画像表示領域１１の撮影日ごとの撮影日タブの下に撮影機種ごとの撮影
機種タブを設ける場合には、操作領域１４に機種選択ボタン１４ｂを設けてプルダウンメ
ニューを表示する代わりに、撮影機種タブに機種選択ボタンを設け、その機種選択ボタン
を使用者にクリック操作させるようにしてもよい。
【００２９】
　ステップ１３において、終了ボタン１４ｄが使用者によりクリックされたか否かを確認
し、使用者が終了操作をしていない場合はステップ５へ戻り上述した処理を繰り返す。使
用者が終了操作をした場合にはこの撮影情報処理プログラムの実行を終了する。
【００３０】
　上述した一実施の形態では、本発明に係わる撮影情報処理プログラムを実行するコンピ
ューターを備えた撮影情報処理装置を例に挙げて説明したが、本発明はこのような実施の
形態に限定されず、本発明に係わる撮影情報処理プログラムを記録媒体に記録して提供し
たり、インターネット等を介して提供し、パーソナルコンピューター上で実行させる形態
としてもよい。この場合には、パーソナルコンピューター側の記憶装置と表示装置を用い
、カメラからあるいはインタネット経由で取り込んだ多くの画像を記憶装置に記憶し、撮
影日時あるいは撮影機種ごとの画像と撮影位置や撮影経路を地図上に表示する。
【００３１】
　また、インターネット等のウエブ・ブラウザー側で本発明に係わる撮影情報処理プログ
ラムを実行し、インターネット等を介して多くのユーザーから画像を収集してサーバーに
記憶し、撮影日あるいは撮影機種ごとの画像と撮影位置や撮影経路をユーザーの表示装置
に表示させる形態としてもよい。さらに、本発明に係わる撮影情報処理プログラムをデジ
タルカメラ、ビデオカメラ、カメラ付き携帯電話機などで実行し、デジタルカメラ、ビデ
オカメラ、カメラ付き携帯電話機それぞれ単体で本発明の上述した撮影情報処理機能を実
現する形態としてもよい。
【００３２】
　ウエブサーバー上で提供するプログラムのように、多くのユーザーの画像を対象とする
場合には、撮影位置ピンの表示形態を撮影機種の所有者ごとに異なる表示形態としてもよ
い。例えば、自分が所有する撮影機種の撮影位置ピンを他人が所有する撮影機種の撮影位
置ピンよりも大きな形状で表示するとともに、自分が所有する撮影機種の撮影位置ピンを
カラー表示し、他人が所有する撮影機種の撮影位置ピンを灰色や黒色で表示することによ
って、自分の撮影機種の撮影位置または撮影経路を他人の撮影機種のそれらより視認性を
上げることができる。自分が所有する画像の識別は、予め自分が所有するカメラと個体識
別番号をプログラムにログインするユーザーＩＤにひも付けて登録しておくことで解決で
きる。
【００３３】
　上述した一実施の形態では、撮影日や撮影機種ごとに撮影位置ピンの形状と表示色を異
ならせる例を示したが、撮影位置ピンの表示形態は上述した一実施の形態に限定されず、
例えば円形や四角形の枠内に撮影日や撮影機種ごとに番号を付した撮影位置ピンを用いて
もよい。また、撮影経路を示す矢印も撮影日や撮影機種ごとに異なる表示色としてもよい
。
【００３４】
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　上述した一実施の形態の例えば図２において、使用者が操作装置３のマウスで地図表示
領域１２に表示された撮影位置ピン１３のいずれかをクリックした場合に、画像表示領域
１１に表示されている画像の中のクリック位置で撮影された画像を他の画像と異なる表示
形態で表示するようにしてもよい。例えば、クリック位置で撮影された画像を視認しやす
い色の枠で囲み、他の画像と区別してもよいし、あるいはクリック位置で撮影された画像
のみを画像表示領域１１に表示し、他の画像をすべて一時的に消去してもよい。
【００３５】
　また、使用者が操作装置３のマウスで地図表示領域１２に表示された撮影位置ピン１３
のいずれかをクリックしたときに、クリック位置で撮影された画像と同じ日時（同じ日の
同じ時間帯を含む）に撮影されたすべての画像、またはクリック位置で撮影された画像と
同じ撮影機種で撮影されたすべての画像の撮影位置ピン１３を、他の画像の撮影位置ピン
１３と異なる表示形態（形状および／または色、さらには点滅表示を含む）で表示させる
か、あるいは他の画像の撮影位置ピン１３を一時的に消去するなどして、同じ撮影日また
は撮影機種の撮影位置を使用者に容易に視認させるようにしてもよい。このとき、クリッ
ク位置で撮影された画像と同じ日時（同じ日の同じ時間帯を含む）に撮影されたすべての
画像だけ、またはクリック位置で撮影された画像と同じ撮影機種で撮影されたすべての画
像だけを、画像表示領域１１にサムネイル表示してもよい。
【００３６】
　なお、上述した実施の形態とそれらの変形例において、実施の形態どうし、または実施
の形態と変形例とのあらゆる組み合わせが可能である。
【００３７】
　上述した実施の形態とその変形例によれば以下のような作用効果を奏することができる
。まず、画像とともに撮影位置、撮影日時および撮影機種が記録された画像データを、撮
影日時または撮影機種ごとに分類する処理と、分類された画像データの中から指定された
撮影日時または撮影機種の画像データを抽出する処理と、抽出された画像データに基づい
て指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像を表示する処理と、抽出された画像データ
に基づいて指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像の撮影位置を含む範囲の地図を表
示する処理と、表示された地図上に指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画像の撮影位
置を、指定撮影日時または指定撮影機種ごとに異なる表示形態で表示する処理とをコンピ
ューターに実行させるようにしたので、撮影日時または撮影機種ごとに撮影位置を表示す
ることができる。
【００３８】
　次に、一実施の形態とその変形例によれば、指定撮影日時または指定撮影機種ごとに異
なる形状および／または色のピンを、地図上の指定撮影日時または指定撮影機種ごとの画
像の撮影位置に表示するようにしたので、撮影日時または撮影機種ごとの撮影位置の視認
性を上げることができ、使用者に撮影日時または撮影機種ごとの撮影位置を容易に識別さ
せることができる。
【００３９】
　また、一実施の形態とその変形例によれば、撮影日時には撮影日と撮影時間帯とが含ま
れるようにしたので、撮影日はもちろん、撮影時間帯ごとに撮影位置を表示することがで
きる。
【００４０】
　一実施の形態とその変形れによれば、地図上に指定撮影日時または指定撮影機種ごとの
画像の撮影位置を、撮影時刻が早い撮影位置から遅い撮影位置へ矢印で結び、指定撮影日
時または指定撮影機種ごとの画像の撮影経路を表示するようにしたので、撮影日時または
撮影機種ごとに撮影経路を表示することができる。
【００４１】
　一実施の形態とその変形例によれば、撮影経路を示す矢印を指定撮影日時または指定撮
影機種ごとに異なる色で表示するようにしたので、撮影日時または撮影機種ごとの撮影経
路の視認性を上げることができ、使用者に撮影日時または撮影機種ごとの撮影経路を容易
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に識別させることができる。
【００４２】
　一実施の形態とその変形例によれば、指定撮影機種ごとの撮影位置または撮影経路を指
定撮影機種の所有者ごとに異なる色で表示するようにしたので、自分が撮影した画像の撮
影位置または撮影経路を、他人が撮影した画像の撮影位置または撮影経路の中から容易に
識別させることができる。
【符号の説明】
【００４３】
１；撮影情報処理装置、２；記憶装置、３；操作装置、４；インターフェース、５；コン
ピューター、５ａ；ＣＰＵ、５ｂ；メモリ、６；表示装置、７；通信装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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